
要
綱
（
骨
子
）

次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
い
、
よ
っ
て
、
人
を
負
傷
さ
せ
た
者
は
十
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
し
、
人
を
死
亡
さ
せ
た
者
は
一
年

以
上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

一

車
の
通
行
を
妨
害
す
る
目
的
で
、
走
行
中
の
車
（
重
大
な
交
通
の
危
険
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
速
度
で
走
行
中
の
も
の
に

限
る
。
）
の
前
方
で
停
止
し
、
そ
の
他
こ
れ
に
著
し
く
接
近
す
る
こ
と
と
な
る
方
法
で
自
動
車
を
運
転
す
る
行
為

二

高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
に
お
い
て
、
自
動
車
の
通
行
を
妨
害
す
る
目
的
で
、
走
行
中
の
自
動
車
の
前
方

で
停
止
し
、
そ
の
他
こ
れ
に
著
し
く
接
近
す
る
こ
と
と
な
る
方
法
で
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
に
よ
り
、
走
行
中
の
自
動
車

に
停
止
又
は
徐
行
を
さ
せ
る
行
為


